
特別養護老人ホームさくらの里山科  
ご入居申込からご入居契約までの流れに関するご説明 

 
本来、ご入居申し込みの際に、全ての方に面談して、その後の手続きに関して

ご説明することと定められております。本ホームでは皆様のお手間を省くた

め、本文書を持って説明に代えさせて頂いております。ご了承ください。 
 
１．入居申込書について 
   ご入居のお申込みについては、指定の入居申込書に必要事項をご記入の上、介護保

険者証の写し・負担割合証の写しを添付して、下記担当までご郵送又は直接窓口提

出にてお申込み下さい（要介護１・２の方は直接提出のみです。下記２番をご参照

下さい） 
   入居申込書は、記載する内容が大変多く、お手数をおかけして恐縮ですが、必要な

情報が揃わないと、入居判定が行えませんのでご理解、ご協力をお願い致します。 
   
２．要介護１・２の方のお申し込み方法 
   平成２７年４月の介護保険法改正により、要介護１と要介護２の方は、原則として

特別養護老人ホームにはご入居できなくなりました。緊急性が非常に高いなど、特

別なご事情がある場合はご入居が認められますが（特例入居）、そのためにはお申し

込みの際にご事情を伺う必要があります。そこで、要介護１・２の方がお申込みさ

れる際は、お申込をされる方（ご家族様等）に本ホームにいらして頂くようお願い

致します。郵送でのご提出は受付できませんのでご注意下さい。 
    ※要介護１及び要介護２の方の入居申込書は、事前にお電話にてご予約して頂い 

た上で、直接本ホームまでご持参下さい。その際、相談員が簡単な面談をさせ 
て頂きます。 
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     ご本人様にお出で頂く必要はありません。ご家族様のみで大丈夫です。 
 
３．入居申込書の受け付け 
   入居申込書をご提出頂き、本ホームで受け付けましたら、受付葉書をお送り致しま

す。受付葉書に書いてある受付番号が、その後の手続き等に必要になりますので、

お手元にてご保管下さい。 
 
４．要介護１・２の方の入居申込について 
   要介護１・２の方の入居申込については、ご提出時の面談にて伺った事情を審査し、

入居対象となる場合は、入居待ち名簿に加えさせて頂きます。その場合は受付葉書

をお送りします。入居対象とならない場合は、入居申込書をお預かりのみさせて頂

きます。その場合は、お預かりのご連絡葉書をお送りさせて頂きます。 
   その後、要介護３以上になった場合、あるいは緊急性など特別な事情が生じた場合、

入居待ち名簿に加えた上で、お預かりしている入居申込書を正規に受付し、受付葉

書をお送りさせて頂きます。 
 
 



５．入居待ちの優先順位について 
   ご提出頂いた入居申込書について、①要介護度、②介護者の状況、③特記事項を「横

須賀地区特別養護老人ホーム入退所の取扱い」に基づいて点数化し、施設で毎月開

催される入居判定会において、点数の高い順に優先順位を決定させて頂きます。 
   ただし、以下の場合については入居判定会の判断において優先順位をこえて優先入

居を決定することがあります。 
① 老人福祉法に基づく市町村からの措置入所依頼等があった場合 
② かつて入居されていて、長期入院のために退居された方が、退院後に再入居を

希望される場合 
③ 緊急性等が認められる場合 
④ 退居後に再入居される場合 

   また、空室があいたユニットの状況によって、性別、車椅子等の身体能力、認知症 
の状況、医療ニーズ、犬猫の希望など、受け入れの条件がある場合があります。そ 
の場合は、優先順位の高い方から条件に該当する待機者を選定します。 
 

６．入居までの流れ 
   優先順位にもとづき、入居者を決定します。 
   順番が近づいたら、事前調査のご訪問をさせて頂きます。その際、すぐのご訪問が 

できない場合は、次の順位の方を繰り上げさせて頂きますのでご了承ください。 
   入居が決定したら、お電話にてご連絡させて頂きます。その後、本施設の相談員が 

最終面談し、ご入居契約書をご作成頂きます。 
   入居の際には、健康診断書の提出が必要となります。 
   入居の日取りが決まった後、入居希望者あるいは介護者の都合により、入居を延期 

した際は、原則として入居を取り消し、次の優先順位の方を繰り上げ入居させるも 
のとします。 
 

７．入居待ちの間に状態、状況が変わった場合のご連絡 
   入居申込書をご提出頂き、入居待ちをされている間に、入居希望者の要介護度、お

身体や認知症の状態、医療的処置、生活の状況（お一人暮らしになった等）が変わ

ったら、すぐにご連絡くださるようお願い致します。そのような情報が変わると、

優先順位が変わる場合があります。 
 
８．入居待ちされている方の定期調査 
   入居待ちをされている方に対して、半年に一度、基本情報や生活状況を確認させて

頂くための定期調査を行います。お手数をおかけしますが、ご協力願います。 
 
９．入居申込書の無効 
   申し込みから２年を経過した後は、本施設からのご連絡に対してご返答がない場合

は、入居申込書を無効とさせて頂きます。 
 
１０．申込書送付・お問い合わせ 
   〒２３８－０３１１ 横須賀市太田和５－８６－１ 
             さくらの里山科 
             電話 ０４６－８５７－６３３３ 
             担当 事務員：坂本、相談員：齋藤、和田 


